
自治体名：京都府 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,582,156   固定負債 2,396,466

    有形固定資産 2,248,062     地方債 2,247,617

      事業用資産 663,603     長期未払金 276

        土地 455,168     退職手当引当金 147,475

        立木竹 18,160     損失補償等引当金 722

        建物 564,064     その他 376

        建物減価償却累計額 -380,325   流動負債 93,129

        工作物 3,488     １年内償還予定地方債 70,373

        工作物減価償却累計額 -570     未払金 599

        船舶 3,761     未払費用 2,604

        船舶減価償却累計額 -2,896     前受金 161

        建設仮勘定 2,754     前受収益 74

      インフラ資産 1,556,757     賞与等引当金 15,582

        土地 412,707     預り金 3,727

        建物 24     その他 9

        建物減価償却累計額 ｰ 負債合計 2,489,595

        工作物 4,670,636 【純資産の部】

        工作物減価償却累計額 -3,561,543   固定資産等形成分 2,633,704

        建設仮勘定 34,932   余剰分（不足分） -2,472,276

      物品 53,998

      物品減価償却累計額 -26,296

    無形固定資産 564

      ソフトウェア 562

      その他 3

    投資その他の資産 333,530

      投資及び出資金 124,174

        出資金 124,174

      投資損失引当金 -22,065

      長期延滞債権 3,372

      長期貸付金 35,709

      基金 192,439

        減債基金 160,214

        その他 32,226

      その他 49

      徴収不能引当金 -148

  流動資産 68,866

    現金預金 8,483

    未収金 8,934

    短期貸付金 3,435

    基金 48,113

      財政調整基金 21

      減債基金 48,092

    その他 128

    徴収不能引当金 -227

純資産合計 161,428

資産合計 2,651,022 負債及び純資産合計 2,651,022

報告書（財務諸表）



自治体名：京都府 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

純行政コスト 695,810

    その他 542

  臨時利益 1,052

    資産売却益 757

    投資損失引当金繰入額 6

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 295

  臨時損失 14,419

    災害復旧事業費 2,387

    資産除売却損 11,484

    使用料及び手数料 11,963

    その他 18,403

純経常行政コスト 682,442

      他会計への繰出金 16,179

      その他 1,147

  経常収益 30,366

    移転費用 312,572

      補助金等 283,565

      社会保障給付 11,681

        支払利息 15,142

        徴収不能引当金繰入額 298

        その他 2,426

        減価償却費 90,795

        その他 -

      その他の業務費用 17,866

      物件費等 168,470

        物件費 47,497

        維持補修費 30,178

        賞与等引当金繰入額 15,582

        退職手当引当金繰入額 12,235

        その他 7,410

    業務費用 400,236

      人件費 213,900

        職員給与費 178,673

報告書（財務諸表）

科目名 金額

  経常費用 712,808



自治体名：京都府 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 234,415 2,671,173 -2,436,758

  純行政コスト（△） -695,810 -695,810

  財源 620,316 620,316

    税収等 537,978 537,978

    国県等補助金 82,339 82,339

  本年度差額 -75,494 -75,494

  固定資産等の変動（内部変動） -40,104 40,104

    有形固定資産等の増加 48,460 -48,460

    有形固定資産等の減少 -92,493 92,493

    貸付金・基金等の増加 258,848 -258,848

    貸付金・基金等の減少 -254,920 254,920

  資産評価差額 -175 -175

  無償所管換等 2,810 2,810

  その他 -129 -129

  本年度純資産変動額 -72,988 -37,469 -35,518

本年度末純資産残高 161,428 2,633,704 -2,472,276

報告書（財務諸表）



自治体名：京都府 年度：令和元年度

会計：一般会計等   

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

本年度歳計外現金増減額 -76

本年度末歳計外現金残高 3,888

本年度末現金預金残高 8,483

    その他の収入 -

財務活動収支 50,423

本年度資金収支額 -133

前年度末資金残高 4,727

本年度末資金残高 4,594

    地方債償還支出 219,008

    その他の支出 83

  財務活動収入 269,514

    地方債発行収入 269,514

前年度末歳計外現金残高 3,964

    資産売却収入 1,747

    その他の収入 1,034

投資活動収支 -36,923

【財務活動収支】

  財務活動支出 219,091

    その他の支出 -

  投資活動収入 164,319

    国県等補助金収入 30,445

    基金取崩収入 51,589

    貸付金元金回収収入 79,504

  投資活動支出 201,242

    公共施設等整備費支出 47,920

    基金積立金支出 72,447

    投資及び出資金支出 2,764

    貸付金支出 78,111

    災害復旧事業費支出 2,387

    その他の支出 5

  臨時収入 6,581

業務活動収支 -13,633

【投資活動収支】

    税収等収入 536,795

    国県等補助金収入 45,313

    使用料及び手数料収入 11,960

    その他の収入 18,282

  臨時支出 2,393

      補助金等支出 283,565

      社会保障給付支出 11,681

      他会計への繰出支出 16,179

      その他の支出 1,147

  業務収入 612,350

      人件費支出 221,379

      物件費等支出 77,675

      支払利息支出 15,448

      その他の支出 3,097

    移転費用支出 312,572

報告書（財務諸表）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 630,171

    業務費用支出 317,599



　

一般会計の会計区分に加え、次の会計を対象としています。

会計区分 会計名

　③ リース資産
　　ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
　　イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　･･････････リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

　② 無形固定資産（リース資産を除きます。）････定額法
 　 （ソフトウェアについては見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。）

　① 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格
　② 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額

（５）有形固定資産等の減価償却の方法

  ① 有形固定資産（リース資産を除きます。）････定額法
     なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
     建物    １４年～５０年
     工作物　１４年～５０年
     物品 　   ２年～１５年

（３）有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

　① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価
  　 ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
    ア 昭和59年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価
 　    ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
    イ 昭和60年度以後に取得したもの
　     取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
     　取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価
 　    ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。

　② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価
  　 ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
   　取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
   　取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価

（４）出資金の評価基準及び評価方法

特別会計

営林事業特別会計
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計
農業改良資金助成事業等特別会計
中小企業経営基盤強化資金助成事業特別会計
公共用地先行取得事業特別会計
公債費特別会計

注 記（一般会計等財務書類）

１ 重要な会計方針

（１）作成方法

　原則として、総務省が平成２７年１月に公表した「地方公会計マニュアル」に基づく「統一的な
基準」による会計処理、表示に従って作成しています。

（２）対象会計範囲



資本的支出と修繕費の区分基準については、法人税基本通達第７章第８節の基準に準じて処
理しています。

（８）資金収支計算書における資金の範囲

　現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物
　なお、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。
　また、公債費特別会計において償還を行っている一般会計等以外の区分に属する地域開発事業
特別会計及び港湾事業特別会計分の地方債償還金については除いています。

（９）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

　① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、開始時固定資産台帳整備基準及び固定資産台帳更新基準に基づき、取得価
額又は見積価格が５０万円（美術品は３００万円）以上の場合に資産として計上していま
す。ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

　② 資本的支出と修繕費の区分基準

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質
価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。

　② 徴収不能引当金

未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上していま
す。
長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上して
います。
短期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上してい
ます。
長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上してい
ます。

　③ 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

　④ 損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関す
る法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。

　⑤ 賞与等引当金

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額
について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

（７）リース取引の処理方法

　① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引
　（リース期間が１年以内のリース取引及びリース料総額が３００万円以下の
　ファイナンス・リース取引を除きます。）
   通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
イ ア以外のファイナンス・リース取引
   通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

　② オペレーティング・リース取引

（６）引当金の計上基準及び算定方法

　① 投資損失引当金



　③ 管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登記が行われて
　　 いない法定外公共物は貸借対照表の資産には、計上していません。

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

算定されない

算定されない

14.8%

292.9%

　② 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりで
　　 す。

実 質 赤 字 比 率

（１）出納整理期間

　出納整理期間が設けられており，出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって
会計年度末の計数としています。

（２）臨時財政対策債の残高

　貸借対照表に計上された令和元年度の地方債残高のうち臨時財政対策債は8,930億円となっていま
す。

　負債である地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎で基準財政需要額に含まれることが見込
まれる金額は1兆2,478億円となっています。

（３）普通交付税の算定基礎で基準財政需要額に含まれることが見込まれる地方債の残高

（４）その他財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

　① 百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

２ 重要な会計方針の変更等

　従来、総務省方式改訂モデルにより財務書類を作成していましたが、総務省の要請を受け、平成
28年度から統一的な基準による財務書類へ変更しています。
このことにより計上方法や表示方法を変更しております。

３ 追加情報


